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昨
今
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
に
伴
い
、
我
が
国
を
訪
問
す
る
外
国
人
、
滞
在
す
る
外
国
人
は
、
近
年
増
加
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
。
法
務
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
末
時
点
に
お
け
る
在
留
外
国
人
の
数
は
、
前
年
比
六
．
六
％
増
の
約
二
百

七
十
三
万
人
で
あ
り
、
過
去
最
高
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
観
光
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
の
訪
日
外
国

人
旅
行
者
数
は
前
年
比
八
．
七
％
増
の
約
三
千
百
十
九
万
人
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
過
去
最
高
値
と
な
っ
て
い
る
。
増
加
の
一
方

で
、
日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
の
中
に
は
、
言
語
や
習
慣
の
違
い
か
ら
地
域
社
会
と
の
間
に
軋
轢
、
摩
擦
が
生
じ
る
こ
と
も
少

な
く
な
い
。
日
本
で
働
き
、
生
活
す
る
外
国
人
に
対
し
て
我
が
国
も
一
定
の
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
政
府

も
「
生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
」
問
題
へ
の
対
応
の
必
要
を
認
識
し
て
い
る
。 

 

外
国
人
が
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
言
葉
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
生
命
に
直
接
関
わ

る
。
外
国
人
が
医
療
機
関
を
利
用
す
る
場
合
、
医
療
通
訳
者
や
医
療
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
一
部

教
育
機
関
（
大
阪
大
学
、
国
際
医
療
福
祉
大
学
）
で
、
必
要
な
医
療
通
訳
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
設
け
る
等
の
動
き
が
あ

り
、
ま
た
、
政
府
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
の
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
九

年
四
月
一
日
か
ら
都
道
府
県
は
医
療
機
関
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
、
当
該
医
療
機
関
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
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語
の
種
類
な
ど
の
医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
公
表
制
度
の
着
実
な
実
施
を
図
り
、
外
国
人
が
意

思
疎
通
の
可
能
な
言
語
に
よ
り
受
診
で
き
る
医
療
機
関
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
質
問
で
あ
る
。 

一 

医
療
通
訳
に
関
し
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
外
国
人
の
母
国
語
が
、
主
要
言
語
以
外
、
例
え
ば
、
国
連
公
用
語
で
あ

る
英
・
仏
・
露
・
中
・
西
・
ア
ラ
ビ
ア
語
以
外
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
施
策
を
講
じ
て
い
る
の
か
、
ま
た
今
後
の

対
応
に
つ
い
て
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
昨
今
、
ベ
ト
ナ
ム
等
の
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
に
来
訪
す
る
方
々
の
数
が
増
加
し

て
い
る
と
側
聞
し
て
い
る
が
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
外
国
人
に
と
っ
て
、
病
気
の
状
態
を
詳
し
く
医
者
等
に
説
明
す

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
、
当
該
外
国
人
家
族
を
含
め
、
事
故
等
の
緊
急
時
の
場
合
は
パ
ニ
ッ
ク
等

に
陥
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。 

二 

平
成
十
八
年
の
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
医
療
機
関
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
外
国
語
の
種
類
な
ど
の
医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
制
度
に
関
し
、
そ
の
後
の
現
状
を
把
握
し
て
い
る

か
。
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
医
療
機
関
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
語
の

種
類
な
ど
の
医
療
機
関
に
関
す
る
情
報
の
公
表
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
以
降
の
今
後
の
施
策
と
し
て
、
国
は
具
体
的
に
ど
の
よ
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う
な
も
の
を
講
じ
て
い
る
の
か
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


